
【 インフルエンザに対する「出席停止解除願い」の廃止について 】 

                             南風原町立津嘉山小学校 

 

 これまで、学校感染症に罹患した場合、登校する際に「出席停止解除願い」を提出して頂いていましたが、

県からの通知により 

「出席停止解除願い等の提出は不要であり、保護者等から口頭で確認すること」 となりました。 

 そのため、本校では、以下の対応となります。よろしくお願い致します。 

 

１，担任より「発熱日・解熱日」を確認させていただきます。 

インフルエンザの出席停止期間は、基本的に以下の通りです。 

  

 

 

 

２，兄弟は、特に症状なければ「登校」となります。 

＊津嘉山小学校以外に在籍する兄弟については、各学校等へお問い合わせ下さい。 

 

    

≪インフルエンザ出席停止期間≫ 

「発症（発熱等があった日）を 0日として 5日間が経過し、かつ解熱後 2日間を経過するまで 
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発熱した日も含めて、最低６日間は

お休みとなります。 

※その後は、解熱した日によって出席停止日が順次、延期されていきます。 



 


